
令
和
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
一
号

性
を
め
ぐ
る
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
社
会

の
形
成
に
資
す
る
た
め
に
性
行
為
映
像
制
作
物
へ

の
出
演
に
係
る
被
害
の
防
止
を
図
り
及
び
出
演
者

の
救
済
に
資
す
る
た
め
の
出
演
契
約
等
に
関
す
る

特
則
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

性
を
め
ぐ
る
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
社
会
の
形

成
に
資
す
る
た
め
に
性
行
為
映
像
制
作
物
へ
の
出
演
に
係

る
被
害
の
防
止
を
図
り
及
び
出
演
者
の
救
済
に
資
す
る
た

め
の
出
演
契
約
等
に
関
す
る
特
則
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
四
条
第
三
項
第
八
号
、
第

五
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
性
を
め
ぐ
る
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
社
会

の
形
成
に
資
す
る
た
め
に
性
行
為
映
像
制
作
物
へ
の
出
演

に
係
る
被
害
の
防
止
を
図
り
及
び
出
演
者
の
救
済
に
資
す

る
た
め
の
出
演
契
約
等
に
関
す
る
特
則
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
性
を

め
ぐ
る
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
社
会
の
形
成
に

資
す
る
た
め
に
性
行
為
映
像
制
作
物
へ
の
出
演
に
係
る

被
害
の
防
止
を
図
り
及
び
出
演
者
の
救
済
に
資
す
る
た

め
の
出
演
契
約
等
に
関
す
る
特
則
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
出
演
契
約
の
内
容
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
三
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
性
行
為
映
像
制
作
物
に
つ
い
て

頒
布
又
は
上
映
を
行
う
国
名
又
は
地
域
名
（
国
内
の
一

部
で
頒
布
又
は
上
映
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

都
道
府
県
名
）
及
び
公
衆
送
信
を
行
う
国
名
又
は
地
域

名
（
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五

年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ

に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）
を
用
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
設

置
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
地
の
属
す
る
国
名
又

は
地
域
名
）
と
す
る
。

（
説
明
義
務
の
内
容
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
性
行
為
に
係
る
姿
態
の
相
手
方
の
性
感
染
症
の
検

査
の
実
施
に
関
す
る
事
項

二
　
出
演
契
約
書
等
の
案
及
び
説
明
書
面
等
に
記
載
さ

れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
（
こ
の
号
に
掲
げ
る

事
項
を
除
く
。
）
の
出
演
者
が
指
定
す
る
言
語
に
よ

る
翻
訳
（
出
演
契
約
書
等
の
案
及
び
説
明
書
面
等
に

表
示
さ
れ
て
い
る
言
語
が
出
演
者
が
理
解
す
る
言
語

と
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）

（
出
演
契
約
の
任
意
解
除
等
の
妨
害
後
の
書
面
の
交
付
）

第
四
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る

書
面
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
単
に
「
書

面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
書

面
を
受
領
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る

ま
で
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
る
通
知
に
よ

り
出
演
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
当
該
出
演
契
約

の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
関
す

る
事
項

三
　
制
作
公
表
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話

番
号

四
　
出
演
契
約
の
申
込
み
又
は
締
結
の
年
月
日

五
　
出
演
契
約
の
内
容

２
　
書
面
に
は
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る

十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
書
面
に
記
載
す
る
に
際
し
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
赤
枠
の
中

に
赤
字
で
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
書
面
に
表
示
す
る
言
語
は
、
出
演
者
が
理
解
で
き
る

言
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
制
作
公
表
者
は
、
書
面
を
出
演
者
に
交
付
し
た
際
に

は
、
直
ち
に
出
演
者
が
当
該
書
面
を
見
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
上
で
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
の
内
容
に
つ
い
て
出
演
者
に
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
演
契
約
に
係

る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
面

に
つ
い
て
の
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
年
」

と
、
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
出
演
契
約
に

係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書

面
に
つ
い
て
の
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
経
過
」
と
あ
る
の
は
「
経
過

し
、
か
つ
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
六
月

を
経
過
」
と
す
る
。
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